
通所介護重要事項説明書 
＜令和 6 年 4 月 1 日現在＞ 

１ 当センターが提供するサービスについての相談窓口 
   電話番号  ０４７０（２０）６０３０ （午前８時１５分～午後５時１５分まで） 
   担  当  生活相談員  澁谷 三菜 

＊ご不明な点は、何でもお尋ねください。 
 

２ デイサービスセンター 微笑の里の概要 
①提供できるサービスの種類と地域 
名  称 デイサービスセンター 微笑の里 

所在地 
千葉県 館山市広瀬６６７番地１ 

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 微笑の里内 

介護保険指定番号 通所介護   （千葉県 第１２７１０００８７７号） 

サービスを提供する

対象地域 

館山市 南房総市 鴨川市 鋸南町  （事業所から概ね１５㎞） 

上記以外でもご希望の方はご相談ください。 

②同センターの職員体制 
 常勤 非常勤 業務内容 計 

管理者 １名  

従業員の管理、業務実施状況の

把握、その他の管理を一元的に行

う。 

１名 

生活相談員 
3 名 

（兼務３名） 
 

利用申込みに係る調整、介護計画

の作成、介護の提供に当たる。 

3 名 

（兼務 3 名） 

機能訓練指導員  
2 名 

（兼務２名） 

日常生活を営むのに必要な機能

の改善又はその減退を防止する為

の訓練を行う。 

２名 

（兼務２名） 

看護員  
2 名 

（兼務２名） 

利用者の保健衛生、看護業務を行

う。 

２名 

（兼務２名） 

介護員 
４名 

（兼務２名） 
 

利用者の日常生活における介護を

行う。 

４名 

（兼務２名） 

① 同センター設備の概要 
定員 25 名 静養室 1 室 

食堂兼機能訓練室 合計面積 １７１．４９㎡  相談室 2 室 

浴室 一般浴槽・特別浴槽 送迎車 3 台 

④営業日時 

送迎時間を含み  午前８時１５分～午後５時１５分 

ただし、施設内での介護時間は、午前９時００分～午後４時１５分まで 

月曜日から金曜日 （但し、年始１月１日～１月３日は除く） 

 



３ 介護サービス内容 
＊ 送迎、昼食、おやつの提供、入浴、排泄介助、機能訓練、生活相談、レクリエーション

等、その他、必要な介護等を行います。 
 

４ 料金 
  （１）利用料金 

  １日あたりの料金 
介護保険適用時の１日あたりの自己負担額 

（１割の方） （２割の方） （３割の方） 

要介護度１ ６，５８０円  ６５８円 １，３１６円 １，９７４円 

要介護度２ ７，７７０円 ７７７円 １，５５４円 ２，３３１円 

要介護度３ ９，０００円  ９００円 １，８００円 ２，７００円 

要介護度４ １０，２３０円 １，０２３円 ２，０４６円 ３，０６９円 

要介護度５ １１，４８０円 １，１４８円 ２，２９６円 ３，４４４円 

 
・入浴介助加算（Ⅰ） 介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。1 日４０単位。 
・入浴介助加算（Ⅱ） 介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。1 日５５単位。 
・個別機能訓練加算（Ⅰ）イ   

介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１日５６単位。 
・個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ   

介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１日７６単位。 
・個別機能訓練加算（Ⅱ） 

介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１月２０単位。 
※加算Ⅰに上乗せして算定。 

・栄養改善加算    介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１回２００単位。

※月２回まで。原則３ヶ月です。 
・栄養アセスメント加算 

介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１月５０単位。 
  ※口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）、栄養改善加算との併算定は不可。 
・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 

介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１回２０単位。 
※6 月に 1 回を限度。 

・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 
介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１回５単位。 
※6 月に 1 回を限度。 

・口腔機能向上加算（Ⅰ） 
  介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１回１５０単位。 

※月２回まで。原則３ヶ月です。 
・口腔機能向上加算（Ⅱ） 
  介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１回１６０単位。 

※月２回まで。原則３ヶ月です。 
 



 ・サービス提供体制強化加算Ⅰ 
介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１日２２単位。 
※介護福祉士が 70％以上配置されている、又は勤続 10 年以上介護福祉士 25％以上。                                     

 ・サービス提供体制強化加算Ⅱ  
介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１日１８単位。 
※介護福祉士が 50％以上配置されている。 

・サービス提供体制強化加算Ⅲ 
介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１日６単位。 
※介護福祉士が 40％以上配置されている、又は勤続 7 年以上介護福祉士 30％以上。 

 令和 6 年 5 月 31 日まで      
・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数×５９／１０００ 
・介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数×４３／１０００ 
・介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数×２３／１０００ 
・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数×１２／１０００ 
・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数×１０／１０００ 
・介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数×１１／１０００ 
令和 6 年 6 月 1 日より 
・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)：（所定単位数×92/1000） 
・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)：（所定単位数×90/1000） 
・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)：（所定単位数×80/1000） 
・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)：（所定単位数×64/1000） 
介護職員等処遇改善加算の算定につきましては 1 年間の経過措置あり 
・通所介護送迎減算  
    介護保険適用時１割もしくは２割、３割減算。１日９４単位。 

同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所介護を行う場合。 
・送迎を行わない場合の減算  

介護保険適用時１割もしくは２割、３割減算。片道４７単位。 
利用者に対して、居宅と通所介護事業所との間の送迎を行わない場合。 
※通所介護送迎減算の対象となっている場合には、この減算の対象とはなりません。 

 ・生活機能向上連携加算（Ⅰ）   
介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１月１００単位。 
※3 月に 1 回を限度。 

・生活機能向上連携加算（Ⅱ）   
介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１月２００単位。 

・認知症専門ケア加算（Ⅰ）  
介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１日 3 単位。 

・認知症専門ケア加算（Ⅱ）  
介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１日 4 単位。 

  
 

 



・認知症加算      
介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１月２００単位。 
※日常生活自立度Ⅲ以上の利用者に対して、算定基準を満たしている場合。 

・中重度者ケア体制加算  
介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１日４５単位。    
※要介護度３以上の利用者の占める割合が１００分の３０以上で算定要件を満たして 
いる場合。 

・科学的介護推進体制加算 
介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１月４０単位 

・ADL 維持等加算（Ⅰ） 
介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１月３０単位。 

・ADL 維持等加算（Ⅱ） 
介護保険適用時１割もしくは２割、３割自己負担。１月６０単位。 

・送迎時における居宅内介助等の評価  
居宅サービス計画と個別サービス計画（通所介護計画書）に位置づけた上で実施するもの 
として、介護福祉士、介護職員初任者研修修了者等が送迎時に実施した居宅内介助等の 
所要時間をサービス提供時間に３０分以内で含めることとする。 

・その他  
食事の提供１日につき７４０円（午前・午後のおやつ代を含む）、おむつ代、レクリエーシ 
ョンにかかる費用等は別途自己負担となります。また、記録の複写物にかかる費用は１枚 
につき２０円です。 

 
（２）キャンセル料 

    ご利用者の都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。 

①ご利用日の当日午前８時 15 分までにご連絡いただいた場合 無料 

②ご利用日の当日午前８時 15 分までにご連絡がなかった場合 デイサービス利用料の１０％ 

（３）支払方法 
毎月１５日までに前月分の請求書をお渡しし、原則として翌月２０日に口座振替によ

り引き落とされますので、残高の確認をお願いします。 
    通帳には、「シセツリヨウリョウ」と表示されます。 

 
５ サービスの利用方法 
   担当の介護支援専門員にご相談ください。担当の介護支援専門員と調整いたします。 

「デイサービスセンター 微笑の里」に電話で直接申し込んでいただくことも可能です。

依頼に基づき、担当の介護支援専門員と調整いたします。 
 
 
 

 
 



６ 当デイサービスセンターの特徴 
（１）運営の方針 

   ①要介護状態にある高齢者に対し、その利用者が可能な限りその居宅において、その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及 
び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並び

に利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 
   ②利用者やその家族との連携を図るように努めるとともに、事業の実施にあたっては、地

域住民又はその自発的な活動との連携及び、協力を行う等、地域との交流に努める。 
 （２）サービス利用のために 

事項 有無 備考 

男性介護職員の有無 あり  

時間延長の可否 なし  

従業員への研修の実施 あり  

サービスマニュアルの作成 あり  

第三者評価の実施 あり なし  

業務継続計画の作成 あり 

感染症や防災対策の充実強化（周知・研

修・シュミレーション訓練） 

※計画は、令和 6 年 3 月 31 日までは努力

義務 

（３）サービス利用にあたっての留意事項 
・送迎時間の連絡 

当初の約束時間と変更になった場合のみ連絡します。 
・体調確認 
  風邪、病気の際はサービスの提供をお断りすることがあります。当日の健康チェックの

結果が悪かった場合、又ご利用中に体調が悪くなった場合はサービス内容の変更や中

止をすることがあります。その場合、ご家族に連絡の上適切に対応します。 
・体調不良等によるサービスの中止・変更 

 当日の午前８時００分までに電話等により事務所に連絡することとします。変更につ

いては同月内であればご希望の日に振り替えることができます。ただし、定員数分の予

約が入っている日には振り替えできませんのでご了承ください。 
・設備、器具の利用 

 事故防止のため機能訓練室及び機能訓練器具等を利用する場合や、入浴される場合は、

職員の指示のもとに利用してください。 
  

７ 緊急時の対応方法 
    サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、

救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。（主治医及び家族の連絡先

は契約書ならびに契約書別紙参照のこと） 
 

 



８ 非常災害対策 
  ・災害時の対策 避難誘導、初期消火、通報、地元消防団との連携 
  ・防災設備  スプリンクラー、消火栓、避難口、避難通路、防火扉、防火シャッター等 

・防災訓練  年３回実施 （うち１回は夜間、又は夜間を想定した訓練） 
  ・防火管理責任者  特別養護老人ホーム 微笑の里 施設長  鈴木  千尋 
  
９ 虐待の防止に関する事項 

   事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じ

ます。 

（１） 虐待防止に関する担当者を選定します。 

担 当： 虐待防止委員会より選任します。 

（２）  虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結    

果について、職員に周知徹底を図ります。 

(３)  虐待の防止のための指針を作成します。 

(４)  職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的（入職時）に実施します。 

 

 

１０ 安全管理対策に関する事項 

   事業者は、介護事故を可能な限り防ぐために、次の各号に掲げる措置を講じます。 

(１) 事故発生の防止のための指針を作成します。 

(２) 事故対策委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹 

底を図ります。 

(３) 介護保険の保険者・県へ事故の詳細を報告します。 

(４) 職員に対し、事故防止のための研修を定期的に実施します。 

 

１１  身体拘束廃止に向けての取り組みに関する事項 

    事業者は、身体拘束廃止に向けて、次の各号に掲げる措置を講じます。 

(１) 緊急・やむを得ない場合（切迫性・非代替性・一時性）以外の身体拘束の原則 

禁止します。 

(２) やむを得ない場合にも必ず事前に利用者・家族等と実施する内容と方向性、利             

用者の行動・心理症状などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。 

(３) 身体拘束廃止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、 

その結果について、職員に周知徹底を図ります。 

(４) 身体拘束廃止に関する指針を作成します。 

(５) 職員に対し、身体拘束廃止のための研修を定期的（入職時）に実施します。 

 

 

 

 

 

 



１２ ハラスメント防止対策についての事項 

   事業者は、「職員による虐待と職員へのハラスメントはどちらもあってはなら 

ない」考えであり、利用者、職員を守る観点から、利用者と家族との信頼関係を築 

き、安全安心な環境で質の高いケア提供と職員が働きやすい環境・風土づくりの 

構築に向けて、ハラスメントの未然防止等に対する取り組みとして、次に掲げる 

措置を講じます。 

(１) ハラスメントに対する基本方針を作成します。 

(２) 基本方針の職員、利用者及び家族等への周知を図ります。 

(３) ハラスメント防止のためのマニュアルを作成します。 

(４) 職員に対しハラスメント防止のための研修を実施します。 

(５) 相談窓口担当の選定をします。 

担 当：主任職以上に就く者より選任します。 

(６) 著しい迷惑行為により継続的なサービスの提供が出来ない状況に至った場合 

には契約の解除を検討します。 

   
 

１３ サービス内容に関する相談・苦情 
（１）センターご利用者相談・苦情受付担当者・解決責任者 

     担   当：生活相談員 澁谷 三菜 
     解決責任者： 施設長  鈴木 千尋 

電   話：０４７０（２０）６０３０ 
（２）第三者委員：千原 清之 

電子メール：daisansha@8910.or.jp 
（３）その他 

     当センター以外に、市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 
     館山市 高齢者福祉課    電話：０４７０（２２）３４８７ 
     南房総市 健康支援課    電話：０４７０（３６）１１５４ 
     鋸南町 保健福祉課     電話：０４７０（５０）１１７２ 
     鴨川市 健康推進課     電話：０４７０（９３）７１１１ 

千葉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情処理係 
                   電話：０４３（２５４）７４２８ 

千葉県運営適正化委員会    電話：０４３（２４６）０２９４ 
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１４ 当法人の概要 
     名称・法人種別      社会福祉法人 白寿会 
 

代表者役職・氏名     理 事 長  鈴木 照久 
 
本部所在地・電話番号   千葉県南房総市富浦町深名１１７０番地１ 

                   ０４７０（２０）４０６０ 
 
 
定款の目的に定めた事業 (1) 第一種社会福祉事業 
             ・特別養護老人ホームの経営 
             ・軽費老人ホーム（ケアハウス）の経営 
 

(2) 第二種社会福祉事業 
・老人デイサービス事業の経営 

             ・老人短期入所事業の経営 
 ・老人介護支援センターの運営 
 
 
 

施設・拠点等            特別養護老人ホーム         ３箇所 
             ユニット型特別養護老人ホーム    １箇所 

                  短期入所生活介護（併設）      ３箇所 
介護予防短期入所生活介護（併設）  ３箇所 
通所介護（併設）          ３箇所 

                  介護予防通所介護（併設）      ３箇所  
                  居宅介護支援事業所（併設）     ２箇所 
                  ケアハウス（併設）         １箇所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
令和  年  月  日 
 
 
 
通所介護の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を 
説明しました。 
 
 

 
事業者 〈事業者番号〉 千葉県   第１２７１０００８７７号 

               〈事業者名〉 デイサービスセンター 微笑の里 
               〈住 所〉 千葉県館山市広瀬６６７番地 

〈説明者名〉 生活相談員  澁谷 三菜    印 
 
  

 
 
 
私は、契約書及び本書面により、事業者から通所介護についての重要事項の説明を受け、 
理解し了承しました。 

 
 
 

利 用 者 〈住   所〉                       
 
 

〈氏   名〉                 印 
 
 

代 理 人 〈住   所〉 
 
 

〈氏   名〉                 印 
 
 

 
 
 
 

 


